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聖籠町国際交流検討委員会条例等を廃止する条例をここに公布する。 

平成３０年３月１６日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町条例第１７号 

聖籠町国際交流検討委員会条例等を廃止する条例 

 次に掲げる条例は、廃止する。  

 （１）  聖籠町国際交流検討委員会条例（平成２５年聖籠町条例第

２０号） 

 （２） 聖籠町子ども条例検討委員会条例（平成２４年聖籠町条例

第３号） 

（３） 聖籠町食育推進計画策定委員会条例（平成２０年聖籠町条

例第４号） 

（４） 聖籠町省エネルギービジョン検討委員会条例（平成１９年

聖籠町条例第２号）  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


